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①現住所を記入してください。

婚姻届と同日に転入届又は転居届をされる場合は吹田市の新住所

婚姻届と同日に転出届をされる場合は転出前の住所

②本籍地、筆頭者について、覚えている限りで結構ですので記入してください。

③婚姻後の氏の欄にチェックをしてください。

④希望される新本籍を記入してください

吹田市のご住所を新本籍とする場合は、～～～番になります。

それ以外の方は、窓口でご相談ください。

※氏の変わらない方が既に筆頭者の場合は記入不要です。

⑤同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事の欄にチェックをしてください。

⑥連絡先をご記入ください。

⑧証人は成人２人の署名、生年月日、住所、本籍地の記載が必要です。

なければ、受付ができませんのでご注意ください。

☑ 婚姻後の氏の振り仮名を届出します。
☑ 夫・妻 の名の振り仮名を届出します。

⑦戸籍に振り仮名がまだ記載されていない場合、振り仮名の届出をする旨を記入してくださ

い。あらかじめチェックを付けるための印字がある場合はチェックを付けてください。印字

がない場合は記入例にならって記入してください。

※ただし、令和７年（2025年）５月26日～令和８年（2026年）５月25日の間に届出する

場合に限ります。
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